
広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七

条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
、
県
が
発
注
す

る
建
設
工
事
（
建
設
業
法
〔
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
〕
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
建
設
工
事
を
い
う
。
）
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以

下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
資
格
審
査
に
係
る
申
請
手
続
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め

た
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

入
札
参
加
資
格 

 
 

別
表
第
一
上
欄
の
区
分
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
的
に
審
査
す
る
。 

 

１ 

客
観
的
審
査
事
項 

 
 
 

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
五
号
（
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事

項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
）
に
規
定
す
る
項
目 

 

２ 

主
観
的
審
査
事
項 

 
 

㈠ 

県
が
発
注
し
た
建
設
工
事
の
完
成
工
事
成
績 

 
 

㈡ 

県
の
指
名
除
外
の
状
況 

 
 

㈢ 

県
発
注
工
事
に
お
け
る
下
請
負
の
制
限
の
状
況 

 
 

㈣ 

県
発
注
工
事
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
の
た
め
の
契
約
制
限
の
状
況 

 
 

㈤ 

建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
へ
の
加
入
状
況 

 
 

㈥ 

エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
二
十
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
認
証
・
登
録
の
有
無 

㈦ 

社
団
法
人
全
国
土
木
施
工
管
理
技
士
会
連
合
会
の
継
続
的
専
門
能
力
啓
発
学
習
制
度
に
お
け
る
所

属
技
術
者
の
学
習
単
位
数 

 
 

㈧ 

建
築
Ｃ
Ｐ
Ｄ
運
営
会
議
の
建
築
Ｃ
Ｐ
Ｄ
（
継
続
能
力
／
職
能
開
発
）
情
報
提
供
制
度
に
お
け
る
所

属
建
築
士
又
は
建
築
設
備
士
の
認
定
時
間
数 

 
 

㈨ 

造
園
Ｃ
Ｐ
Ｄ
協
議
会
の
継
続
的
専
門
能
力
開
発
学
習
制
度
に
お
け
る
所
属
技
術
者
の
学
習
単
位
数 

 
 

㈩ 

障
害
者
雇
用
の
状
況 

 
 

 

広
島
県
公
共
土
木
施
設
災
害
支
援
制
度
に
お
け
る
支
援
団
体
と
し
て
の
認
定
（
情
報
収
集
活
動
を

行
う
者
に
限
る
。
）
の
有
無 

 
 

 

広
島
県
ア
ダ
プ
ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
ア
ダ
プ
ト
活
動
団
体
と
し
て
の
認
定
（
マ
イ
ロ
ー
ド
・
ラ

ブ
リ
バ
ー
認
定
団
体
で
あ
る
こ
と
。
）
の
有
無 

 
 

 

広
島
県
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
企
業
登
録
制
度
に
お
け
る
登
録
の
有
無 

 
 

 

県
に
よ
る
優
良
建
設
工
事
施
工
業
者
と
し
て
の
選
定
及
び
優
良
建
設
業
者
と
し
て
の
表
彰
の
状
況 

二 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
手
続 

 

１ 

申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 
 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
を
行
う
こ
と
が
で



き
な
い
。 

 
 

㈠ 
別
表
第
一
下
欄
に
掲
げ
る
建
設
工
事
の
種
類
に
つ
い
て
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を

受
け
て
い
な
い
者 

 
 

㈡ 
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
を
行
お
う
と
す
る
建
設
工
事
の
種
類
に
つ
い
て
、
必
要
な
経

営
事
項
審
査
（
前
記
一
１
で
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
な
い
者 

㈢ 

平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
基
準
に
基
づ
く
経
営
事
項

審
査
の
総
合
評
定
値
通
知
書
に
お
い
て
「
雇
用
保
険
加
入
の
有
無
」
又
は
「
健
康
保
険
及
び
厚
生
年

金
保
険
加
入
の
有
無
」
の
欄
に
「
無
」
の
記
載
が
あ
る
者
で
、
同
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
基
準
に
基

づ
く
再
審
査
の
結
果
通
知
を
受
け
て
い
な
い
者 

 
 

㈣ 

前
号
の
経
営
事
項
審
査
を
受
け
て
い
る
者
で
、
工
事
種
類
別
年
間
平
均
完
成
工
事
高
が
な
い
者 

 
 

㈤ 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
を
行
う
と
き
に
広
島
県
税
の
滞
納
が
あ
る
者 

 

㈥ 

経
営
事
項
審
査
の
申
請
又
は
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
に
お
い
て
、
重
要
な
事
項
に
つ

い
て
虚
偽
の
申
告
を
し
、
又
は
重
要
な
事
実
の
申
告
を
行
わ
な
か
っ
た
者
。
た
だ
し
、
過
去
に
虚
偽

の
申
請
を
行
い
、
既
に
そ
れ
を
理
由
と
し
た
法
に
基
づ
く
処
分
又
は
広
島
県
の
入
札
参
加
資
格
の
取

消
し
を
さ
れ
た
者
で
、
資
格
審
査
の
申
請
日
に
お
い
て
当
該
処
分
等
の
日
か
ら
二
十
四
か
月
を
経
過 

し
て
い
る
者
を
除
く
。 

 
 

㈦ 

プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
、
法
面
処
理
工
事
又
は
鋼
橋
上
部
工
事
の
入
札
参
加
資
格

の
審
査
に
係
る
申
請
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
土
木
一
式
工
事
、
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工

事
又
は
鋼
構
造
物
工
事
の
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
者 

 

２ 

申
請
手
続 

 
 
 

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
窓
口
に
お
け
る
申
請
又
は
電
子
申
請
（
県
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
〔
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
〕
と
申
請
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
〔
以
下
「
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
」
と

い
う
。
〕
を
使
用
し
て
申
請
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈠ 

窓
口
に
お
け
る
申
請 

 
 
 

⑴ 

申
請
方
法 

 
 
 
 
 

別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
資
格
審
査
申
請
書
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
添
付
書
類
を
次
に
掲
げ

る
提
出
先
に
持
参
し
て
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

ア 

主
た
る
営
業
所
（
法
第
三
条
第
一
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
営
業
所
を
統
括
し
、
指
揮
監
督
す

る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
県
内
に
有
す
る
者
（
以
下
「
県
内
業
者
」

と
い
う
。
） 

 
 
 
 
 
 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
広
島
県
建
設
事
務
所
（
広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
呉

支
所
又
は
広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
東
広
島
支
所
の
担
当
区
域
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
者

に
つ
い
て
は
当
該
支
所
） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

イ 

前
記
ア
以
外
の
者
（
以
下
「
県
外
業
者
」
と
い
う
。
） 

 
 
 
 
 
 

広
島
県
土
木
局
建
設
産
業
課
（
広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号
。
以
下
「
建
設
産
業
課
」



と
い
う
。
） 

 
 
 

⑵ 

申
請
期
間 

 
 
 
 
 

次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
経
過
後
は
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
申
請
を
受
け

付
け
な
い
。 

 
 
 
 

ア 

県
内
業
者 

 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
三
日
（
火
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で 

 
 
 
 

イ 

県
外
業
者 

 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日
（
水
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
一
日
（
火
）
ま
で 

 
 
 
 

ウ 

追
加
申
請
期
間 

 
 
 
 
 
 

別
に
告
示
す
る
。
た
だ
し
、
一
般
競
争
入
札
に
係
る
追
加
の
入
札
参
加
資
格
の
申
請
に
つ
い

て
は
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
随
時
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

㈡ 

電
子
申
請 

 
 
 

⑴ 

申
請
方
法 

 
 
 
 
 

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
で
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
を
県
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

な
お
、
別
表
第
二
各
項
の
添
付
書
類
（
第
五
項
及
び
第
六
項
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
に
建

設
産
業
課
に
持
参
、
郵
送
等
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

⑵ 

申
請
期
間 

 
 
 
 
 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
（
木
）
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
に
電
磁

的
記
録
を
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
、
か
つ
、
平
成

二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で
に
別
に
提
出
す
べ
き
添
付
書
類
を
持
参
、
郵
送
等
に
よ

り
建
設
産
業
課
に
到
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
期
日
ま
で
に
記
録
又
は
到
達
し
な
い
場
合
は
、

申
請
全
体
を
無
効
と
す
る
。
）
。 

三 

受
付
票
の
交
付 

 
 

前
記
二
２
㈠
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
を
し
た
県
内
業
者
に
対
し
て
は
、
受
付
票
を
交
付
す
る
。 

四 

入
札
参
加
資
格
認
定
の
通
知 

 
 

入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。 

五 

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し 

 
 

入
札
参
加
資
格
の
認
定
後
、
経
営
事
項
審
査
の
申
請
又
は
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
係
る
申
請
に
お
い

て
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
申
告
を
し
、
又
は
重
要
な
事
実
の
申
告
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
判

明
し
た
場
合
等
は
、
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
行
う
。 

 
 

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
を
受
け
た
者
は
、
平
成
二
十
五
年
度
及
び
平
成
二
十
六
年
度
に
お
い
て
再
び

入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
平
成
二
十
七
年
度
以
降
に
つ
い
て
も
、

そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
十
四
か
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
こ
と

及
び
入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

六 

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間 



 
 

こ
の
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
認
定
す
る
入
札
参
加
資
格
は
、
そ
の
認
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
七

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
有
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
お
い
て
も
平
成
二
十

七
年
度
の
入
札
参
加
資
格
の
認
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
七
年
度
の
入
札
参
加
資
格
が

認
定
さ
れ
る
日
ま
で
有
効
と
す
る
。 

七 

そ
の
他
の
事
項 

 
 

こ
の
告
示
で
定
め
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
知
事
が
定
め
る
。 




















